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キッチンカー等設置契約及び 

キッチンカー等に関する連携協定事業者選定実施要領 

 

１．目的及び事業内容 
世田谷区は、新型コロナウイルス感染症の拡大により経営に影響が生じている区

内の飲食店等事業者への支援と区民の利便性向上を目的として、令和 3 年３月より
区内６カ所の区有地をキッチンカー等の移動販売スペースとして提供する事業を
実施し、令和６年度までに区内１３カ所での実施に拡大している。 

事業の実施に当たっては、飲食物の提供を行うキッチンカーや、生鮮食品や生活
雑貨等の販売を行う移動販売車の出店をコーディネートする事業者（以下、「コー
ディネート事業者」という。）と、区有地へのキッチンカー等の出店及び区への出
店料納入等に関するキッチンカー等設置契約を締結している。 

今般、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の位置付けが 5 類感染症となった
ことから、区民生活の利便性向上や区有地の利用促進・魅力向上、地域の賑わいの
創出、及び、災害時の食の確保に重きを置き、新たにキッチンカー等設置契約及び
キッチンカー等に関する連携協定を締結する事業者を募集する。 

なお、区民生活の利便性向上や区有地の利用促進・魅力向上、地域の賑わいの創
出の観点から、区が現在キッチンカーの出店を認めている場所（以下、「既存出店場
所」という）については出店頻度や台数、販売品目等の提案を重視し、評価をする。
また、出店場所として、これまで区が出店実績のない区有地を提案書により新たに
提案することを認めるが、新規出店については、区が周辺環境等の調査を行う必要
があるため、提案しても出店に至らない場合がある。 

 
２．キッチンカー等設置契約における業務概要 
 （１）業務内容 
   ①出店場所 

既存出店場所のほか、区民生活の利便性向上や地域の賑わいの創出のため、区道、
区施設、区立公園等の区有地において新たな出店場所とすることを提案書により提
案できるものとする。 

区有地の提案にあっては、別紙１「キッチンカー等移動販売の実施状況（既存出
店場所）」及び、世田谷区ホームページに掲載の行政財産等の情報を参考にするこ
と（下記参照）。 

各出店場所の提案にあたっては現場確認を行ってから応募することを推奨する。
ただし、必ず出店できるわけではないため、施設に直接問い合わせる等の対応はし
ないこと。 

なお、既存出店場所にあっては、継続的に出店が可能なことを重視しているため、
継続的な出店を望めない場所は区と事業者で協議の上、出店を終了することがある。 
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ⅰ）既存出店場所（別紙１参照） 
ⅱ）新たな出店場所の提案参考 
財務部経理課「区有財産（土地及び建物）の活用状況と有効活用について

（https://www.city.setagaya.lg.jp/02234/6237.html）」 
公園緑地課「ベンチ・車いす対応トイレ・授乳室のある公園、身近な広場等一覧

（https://www.city.setagaya.lg.jp/02075/4871.html）」世田谷公園は出店不可。 
※各出店場所の現場確認を行ってから応募することを推奨する。 

    ②履行期間 
 令和７年４月１日～令和８年３月３１日 

※契約は単年度ごととし、業務の運営状況が良好と認められた場合に限り、令和
８年度の随意契約を締結する。 

※当該年度の契約内容等については、その前年度に別途区との協議により決定す
る。 

 【特記事項】 
  ⅰ）出店の中止について 

上記の出店期間内においても、（１）①の出店場所すべてについて、区の都
合により出店できなくなる場合がある。 

      ⅱ）出店場所の追加について 
        ２（１）②の出店期間内において、区とコーディネート事業者の協議によ

り、２（１）①以外の出店場所を追加することができるものとする。 
ⅲ）出店位置の変更について 

    各出店場所の出店位置については、別紙２「出店位置」のとおり。ただし、
区との協議により、出店位置を変更できる場合がある。 

ⅳ）世田谷区役所本庁舎について 
本庁舎等整備工事に伴い、工事状況等により出店場所の変更や出店の休止
が生じる可能性がある。 

③出店日・出店時間・出店台数 
 ⅰ）既存出店場所については、以下の範囲内において、出店頻度及び出店台数等

について出店計画を提案書により提案するものとする。既存出店場所について、
6カ所以上の出店が継続できないと認められる場合は評価しない。 

https://www.city.setagaya.lg.jp/02234/6237.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/02075/4871.html
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※世田谷区役所本庁舎については、月～金曜日（祝日を除く）。  
ⅱ）新たな出店場所については、出店頻度及び出店台数等について出店計画を提

案書により提案できるものとする。 
④販売品目 

ⅰ）飲食物の場合は、自動車関係の営業（調理営業・販売業）で保健所より許可
を得ているもの 

ⅱ）飲食物の場合は、複数のメニューを日替わりで販売すること 
ⅲ）生鮮食品、花き、その他日用品で、区が許可するもの 

    ⑤区内事業者の優先出店 
     世田谷区内に本店登記所在地のある事業者及び、区内に住民登録のある者を地域

特性に配慮しながら、優先的に出店させる方法を提案書により提案するものとす
る。 

    ⑥出店の変更・休止 
各出店場所の実施状況に応じて、区との協議の上、２（１）③の範囲内において
出店時間や出店頻度、出店台数を変更できるとともに、出店を一定期間休止する
ことができる。また、出店予定の事業者が事情により急遽出店ができなくなった
場合等において、区と受注者の協議の上、他の出店者が出店することができる。 

    ⑦「せたがや Pay」の導入促進 
     コーディネート事業者は、本事業の出店者に対し、世田谷区のデジタル地域通貨

「せたがや Pay」の導入を働きかけること。「せたがや Pay」の詳細については、
別紙３「デジタル地域通貨「せたがや Pay」のご紹介」のとおり。 

（２）出店料 
①５パーセント以上の売上料率を提案書により提案し、契約期間内の各月の売上合

 
出店場所 

出店可能時間 
（準備・片付け 
 時間を含む） 

出店台数（最大数） 

1 JRA 馬事公苑前けやき広場 10：00～19：30 ６台 
2 世田谷区役所本庁舎 10：30～14：30 ２台 
3 喜多見まちづくりセンター 10：00～17：00 １台 
4 上用賀５丁目区営住宅 10：00～15：00 １台 
5 二子玉川公園 10：00～16：30 ４台 
6 玉川野毛町公園 10：00～16：30 ２台 
7 羽根木公園 10：00～16：30 ３台 
8 きたみふれあい広場 10：00～16：30 ３台 
9 大蔵運動公園 10：00～16：30 ２台 

10 希望丘公園 10：00～16：30 ２台 
11 代沢せせらぎ公園 10：00～16：30 １台 
12 世田谷区立教育総合センター 11：30～13：30 ２台 
13 若林公園 10：30～14：30 ２台 
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計額（有料化対象のプラスチック製買物袋の売上は除く）に売上料率を乗じた金
額を区に納入する出店料とする。なお、売上料率は小数点第 1 位までとする。 

②出店料は月別の出店状況報告に基づき、4 半期毎に区が発行する納付書により納
付すること。なお、小数点未満については切り捨てとする。 

（３）出店に関する特記事項 
   ①出店者は、公的機関の定める営業許可証（東京都の許可）及び、食品衛生責任者

等の資格等、出店に必要な許可を有するものとする。 
②敷地内の指定された場所以外に駐車することは出来ない。 
③敷地内での走行時は、ハザードランプを点灯させ、利用者を最優先に速度１０ｋ

ｍ／ｈ以下で走行すること。 
    ④イベントの開催等により出店不可となる場合は、区からコーディネート事業者に

事前に連絡するものとする。 
⑤荒天、自然災害等でやむを得ず営業休止又は中止する場合は、事前に連絡するこ

と。 
    ⑥ごみの処理については、以下事項について遵守すること。 
     ⅰ）出店者は、販売した飲食物の空き容器等を廃棄するためのごみ箱をキッチン

カー等の直近に見やすく設置し、排出するごみは分別して適切に処分すること。
また、出店により発生した廃油、汚水等についても出店者が持ち帰り適正に処
分すること。 

     ⅱ）出店者は、移動販売車及びその周辺を常に清掃し、清潔を保つことで利用者
が快適に過ごせるよう努めること。 

     ⅲ）管理者が清掃時に拾ったごみについても、ごみを発生させた出店者が特定で
きた場合は出店者側で処分すること。 

⑦出店による事故や苦情等のトラブルは出店者が迅速に対応すること。また、食中
毒等の予防を徹底すること。なお、発生したトラブル等については、その内容を
区に報告すること。 

    ⑧敷地の利用に際して、現状復帰が出来ない場合はコーディネート事業者の責務と
する。  

⑨電気、水道、ガスは出店者が用意すること。ただし、区が認めた場合に限り、出
店者は区有地等の電気、水道、ガスを使用することができる。その際の使用料に
ついては、原則としてコーディネート事業者が負担するものとする。 

⑩プラスチックごみの発生抑制の観点から、原則、プラスチック製買物袋の提供は
しないこと。ただし、商品購入者から有料化対象のプラスチック製買物袋の要望
があった場合、別途、適正価格にて設定した金額で販売することは差し支えない。 

⑪申請に虚偽があった場合や条件を守らない場合は、区は、出店許可を取り消すこ
とができる。 

⑫コーディネート事業者と区との出店契約は、契約書の取り交わしをもって成立す
るものとする。 

⑬本募集要項に定めるもののほか、その他関連法令を遵守すること。 
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３．キッチンカー等に関する連携協定の概要 
（１）地域活性化への取り組み 

公園や区施設・区道における賑わいの創出のため、区がイベント等を行う際は、キ
ッチンカー等をイベント等のコンセプトや目的に応じて創意工夫して出店すること
により、地域活性化の取り組みに協力するものとする。 

（２）区民の食のバリエーション提供や利便性向上 
   各出店場所の特性に応じて、生鮮三品等の移動販売車の出店により、区民の利便性

向上や日常の買い物の楽しみを提供する。なお、協働において区が担うことのできる
業務は、区の広報媒体を活用した区民への周知に関することとする。 

（３）区内事業者への経営多角化・業態転換、創業に向けた支援 
区内の飲食店や生産者等の事業者及び区内でキッチンカー等による創業を検討し

ている者に対する、経営多角化や業態転換、創業に向けた総合的な支援を区との協働
で行う。契約に基づき出店させる区内の事業者及び出店を希望する区内のキッチンカ
ー等の事業者に対し、助言やノウハウの提供等により伴走型の支援を行う。 

（４）災害時における支援 
   地震や台風等の災害時において、区内の避難所にキッチンカー等移動販売車を派遣

することにより、食に関する支援を行う。ただし、避難者等への食事等の提供につい
ては、無償で提供するものとし、費用は別途、区とコーディネート事業者で協議する
ものとする。 

 
４．予算 

   キッチンカー等設置契約及び、キッチンカー等に関する連携協定への提案内容に基づ
く取組みに対し、区の歳出はないものとする。ただし、「３．（４）災害時における支
援」において、区が費用を負担する場合を除く。 

 
５．選定方式 

プロポーザル方式を採用する。 
(理由) 

本件は、コーディネート事業者と契約し、飲食物等の提供の機会を設けるとともに
出店料の納入による税外収入を確保すること、及び、協定を締結し、地域活性化への
取り組み等を行うことを目的としている。 

本目的の実現には、キッチンカー等の出店コーディネート業務等に関する専門的な
ノウハウの有無が大きく影響する。 

従って、キッチンカー等の出店調整業務の実績や出店実績、事業者支援実績など、
コーディネート業務等に関する経験及び適切な業務実施体制等を総合的に評価し、事
業者を選定することができるプロポーザル方式を採用する。 

 
６．応募資格 

 提案書の提出者は次に揚げる資格を満たす事業者であること。 
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該



6 
 

当する者でないこと。 
（２）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７

号）第８条第２項第１号の処分を受けている、若しくは過去に受けたことのある
団体及びその代表者、主宰者又はその構成員並びにそれらの協力者でないこと。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２
条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる行動を行う団体の代表者、
主宰者又はその構成員並びにそれらの協力者でないこと。 

（４）法人税、消費税及び地方消費税、都道府県民税・市町村民税及び法人事業税に滞
納がないこと。 

（５）提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。 
（６）キッチンカー等設置契約及びキッチンカー等に関する連携協定プロポーザル方式

事業者選定委員会委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている団体でないこと。 
 

７．事業者決定までのスケジュール（予定） 
令和６年１２月１３日（金曜日） 公告、提案要求説明書交付、参加表明書受付開始 

１２月２７日（金曜日） 参加表明書受付締め切り（正午まで） 
１２月２７日（金曜日） 提案書・質問票受付開始 

令和７年 １月１０日（金曜日） 質問受付締め切り（正午まで） 
 １月１７日（金曜日） 質問回答（予定） 

 １月２４日（金曜日） 提案書受付締め切り（正午まで） 
 ２月 ５日（水曜日） 選定委員会 
 ２月上旬 選定結果通知 

 
８．説明書の交付期間、場所及び方法 

（１）交付期間：令和６年１２月１３日（金曜日）～１２月２７日（金曜日） 
（２）場所及び方法：区のホームページからダウンロードに限る。 

      https://www.city.setagaya.lg.jp/03647/21249.html 
 

９．参加表明書等の提出 
（１）参加表明書：様式 1「参加表明書」に準ずること 

   ＜添付書類＞ 
   ・履歴事項全部証明書（発行日から３ヶ月以内） 
   ・納税証明書①（税務署が発行する「法人税」・「消費税及び地方消費税」の証明「そ

の１」及び「その３の３」、1 期分、発行日から３ヶ月以内） 
・納税証明書②（法人住民税・法人事業税、発行日から３ヶ月以内） 

   ・法人の概要が分かる資料（会社パンフレットなど） 
   ・直近１期分の確定申告書類（貸借対照表、損益計算書を含む） 
    または、上場企業の場合は、東京証券取引所の上場証明書（発行日から３ヶ月以内） 
   ＜提出方法＞ 

下記 15 の窓口への持参または、郵送 

https://www.city.setagaya.lg.jp/03647/21249.html


7 
 

またはオンラインフォーム（https://logoform.jp/form/JqMJ/819687）よりデータ提
出。 
＜注意＞ 
証明書の取得にかかる手数料等の費用は、提出者の負担とする。 

 
10．質問について 

提案書作成に当たっての質問は、別紙様式３「質問票」をもってオンラインフォーム
で行う。 

また、回答については、公平を期するため、質問内容を取りまとめたうえで、招請通
知を送った者全てに電子メールで配信する。 

質問受付：令和６年１２月２７日（金）から令和 7 年１月１０日（金）正午まで 
回 答：令和７年１月１７日（金） 
提出方法：オンラインフォーム（https://logoform.jp/form/JqMJ/822779） 

 
11．提案書の提出 

＜提案書の部数＞ 
７部（正本１部、副本６部） 
（Ａ４判（横置き、横書き）、両面刷り、様式自由（カラー可）。 
表紙にあて名「世田谷区」、タイトル、提出年月、社名（正本のみ）を記載する。） 
※会社名その他提出者が容易に特定できる情報は、提案書の正本にのみ記載し、副本

には一切記載しないこと（黒塗り可）。 
＜提出方法＞ 

下記 15 の窓口への持参、郵送 
またはオンラインフォーム（https://logoform.jp/form/JqMJ/819796）よりデータ提
出。 

 
1２．提案書に求める内容 

（１）経営理念 
（２）本業務の実施方針 
（３）キッチンカー等移動販売の業務実績 

   ① 東京都内の営業拠点の数 
② 東京都の営業許可を有する出店者の登録数 

   ③ 世田谷区内の営業拠点の一覧 
   ④ 世田谷区内に本店登記所在地または住民登録のある登録出店者の数 
   ⑤ キッチンカー等移動販売の地域貢献又は地域活性化実績及び事例 
   ⑥ 国・自治体等との連携事業の実績（件数・連携先） 

（４）本業務の実施体制 
① 出店計画（各出店場所における出店頻度、出店時間、平日・休日別の出店台数） 

※既存出店場所を含めた具体的な出店場所を提示し、地域貢献又は地域活性化に
つながる具体的な出店計画（出店頻度及び出店台数等）について提案を求める。 

https://logoform.jp/form/JqMJ/819687
https://logoform.jp/form/JqMJ/822779
https://logoform.jp/form/JqMJ/819796
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※出店計画作成の参考として、別紙１「キッチンカー等移動販売の実施状況（出
店台数）」を添付している。 

② 実施体制（地域住民向け周知方法、区内事業者の優先出店に関する方法、出店料
を算出するための売上料率・出店者から徴収する出店料等※） 

  ※コーディネート事業者が出店者から出店料を徴収する場合は、その出店料の額
や出店料率。 

③ 業務を円滑に遂行するための取組み（マニュアル作成等の準備、出店者との調整
等）及び現場責任者等の現場業務への関わり方 

（５）連携協定に関する事項 
    以下項目について、類似の取組み実績とともに具体的な提案を求める。 

①  地域活性化への取り組み 
②  区民の食のバリエーション提供や利便性向上 
③  区内事業者への経営多角化・業態転換、創業に向けた支援 
④  災害時における支援 

 
13．審査方法 

（１）募集事業者数 １事業者 
（２）選定基準 

応募事業者の中から、応募資格、経営理念、本業務の実施方針、キッチンカー等
移動販売の業務実績、本業務の実施体制、連携協定に関する提案内容等を勘案した
上で、適当と認められる事業者を選定する。 

（３）審査方法 
参加表明をし、提案書を提出した応募事業者の中から、提案書をもとに審査し、

適当と認められる事業者を随意契約及び、連携協定予定事業者として選定する。 
（４）選定委員会 

選定委員会の構成員は次のとおりとする。 
役 職 所 属 氏名 
委員長 経済産業部長 五十嵐 哲男 

委員 
経済産業部 経済課長 北 はやと 
みどり３３推進担当部 公園緑地課長 岸本 隆 

（５）審査基準  
     審査要領のとおり。 

 
14．その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 
（２）契約保証金 免除 
（３）契約書作成の要否 要 
（４）当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との

随意契約により締結する予定の有無 無 
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（５）関連情報を入手するための照会窓口 経済産業部経済課 
（６）区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに

提案書を特定した理由（審査経過等）を公表することができる。 
（７）提出された書類の記載事項に虚偽のあることが判明した場合、その参加者は失格

とする。 
（８）詳細は提案要求説明書による。 

 
15．説明書の受領、参加表明書及び提案書の提出先など 

世田谷区経済産業部経済課 深沢・栗山・松尾 
住所 〒１５４－０００４ 世田谷区太子堂２－１６－７ 三軒茶屋分庁舎４階 
電話 ０３－３４１１－６６５３ 
FAX ０３－３４１１－６６３５ 
受付時間 午前 8 時 30 分～午後 5 時（土日・祝日を除く） 


